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  令和２年４月１０日開催、川崎町農業委員会総会を川崎町役場２階入札室に招集す

る。 

１、総会事務局開会宣言  午後１時 3０分 

 

２、出席委員(１３人)   

 

 

３、欠席委員(０人) 

  

 

 

農地利用最適化推進委員 

 

 

 

４、本会事務局 事務局長 林勇 係長：中島俊悟 主事：北代省吾  

 

５、事務局長開会あいさつ 

 

議 事 日 程 

議事録署名委員の決定 

議事録署名委員の氏名  第９番 谷委員  第１０番 原委員   

   

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について ２件 

議案第２号 非農地証明について １件 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について ３件 

その他     

    

 

 

 

 

                  

 

１番  𡈽田 大作 ２番  高山 富昭 ３番  田所 義信 

４番  中村 明 ５番  西山 一郎 ６番  政時 修 

７番  松江 英幸 ８番  大内田峰夫 ９番  谷 照明 

10 番  原 健治 11番  原口 友博 １２番  横田 裕子 

1３番  山下 理江       

松崎 政臣 木下 重光 

鍋籐 清隆  

  



事務 局長    定刻となりましたので農業委員会４月総会を始めたいと思います。 

         まず、はじめに会長より挨拶をいただきたいと思います。 

         それでは、議長お願いします。 

 

議   長    （挨拶） 

 

事務 局長    本日は１３名中、１３名の出席であります。定足数に達していま

すので、総会が成立しております。議長は会議規則 4条の規定に

より会長にお願いするようなっておりますので会長は議事進行

をお願いいたします。また本会議においてはマスクの着用を了解

していただきたいと思います。 

 

議   長    それでは議題に入る前に議事録署名人を指名させていただいて

もよろしいですか。 

 

農業 委員    はい。 

 

議   長    それでは９番委員の谷委員さんと１０番委員の原委員さんよろ

しくお願いいたします。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議   長    それでは議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請

について番号１について事務局は説明をお願いします。 

 

事 務 局    議案の説明をする前に総会資料の修正が 3点ございます。 

（修正点を言う） 

議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について

番号１を説明します。1ページをお開きください。本件は先月の

継続審議となった件になります。朗読いたします。譲受人住所、

川崎町大字田原●●番地、氏名、●●、年齢●●歳、家族構成、

人員 1 人、農主 1 人、農従 0 人、自作地、14,518 ㎡、小作地、

8,134㎡、計 22,652㎡、農機具の状況は一式です。譲渡人住所、

川崎町大字川崎●●番地、氏名、●●、年齢●●歳、家族構成、

人員 2 人、農主 0 人、農従 0 人、自作地、1,594 ㎡、小作地、0

㎡、計 1,594㎡、農機具の状況はなしです。土地の所在は、川崎

町大字安眞木●●番、地目、田、地積 1,269 ㎡で他２筆で合計

1,514 ㎡であります。通作時間は、車で 10 分で、申請理由は売

買であります。さきほど言ったように先月の継続審議の分であり

ます。譲受人の●●氏を本日の会議に来るように通知しておりま

す。以上です。 

 

議   長    ありがとうございました。それでは本件の譲受人である●●さん

が来庁されておりますのでただいまより入室を認めます。 

         （●●氏 入室） 

         それではただいまの事務局の説明また、譲受人への質問等あるか

たは挙手をお願いします。 

 

●● 委員    ●●さんにお伺いします。平成 30 年の 9 月に大豊の農地を申請

してきた際は筑紫野市の住所で申請があっており、今回の申請は

大字田原で申請があっておりますが、理由はなぜでしょうか。 

 

●●  氏    登記の手順を簡略化させたいので住民票を変えたことと、今後、

田川で農業をしていく姿勢を皆さんに見せるために住所を変え

ました。 

 

●● 委員    今後川崎町に住んで農業をしていくということですか。 

 

●●  氏    そうです。 

 



●● 委員    お尋ねしますけど、自作地が 14,000 ㎡程度あるようですが、こ

の農地の大半は筑紫野市にあるということですよね。 

 

●●  氏    はい。 

 

●● 委員    それならば、田川で農業をやっていくのであればこの筑紫野の農

地は手放してこられるのですか。 

 

●●  氏    いえ、筑紫野市の農地は手放しません。 

 

●● 委員    実際の生活基盤はどちらにあるんでしょうか。 

 

●●  氏    いまは田川にあります。 

 

●● 委員    申請地の住所は●●さんが住んでいる場所ではないのでしょう

か。 

 

●●  氏    ●●さんの所有になっています。 

 

●● 委員    つまり一緒に住んでいるということですか。 

 

●●  氏    そういうことになりますが、基本的に私が使わせていただいてお

ります。 

 

●● 委員    前回申請の面積が 1400 ㎡で今回申請の農地が 1500 ㎡で、計

おおよそ 3000 ㎡となりますが、断然筑紫野市の面積の方が広

いですが、それなのにわざわざ住民票を田川に移しての申請され

たのでしょうか。正直、この売買が成立した際にまた筑紫野市に

住民票を戻すつもりではないかと思っています。いわゆる、町外

の方が 3 条申請した際に耕作時間とか現実的でない場合にこう

やって意見が出ること避けるためにしている疑いを持っていま

す。 

 

●●  氏    そこまでは考えていませんが、今後土地を登記していくうえで簡

略化したかったとは考えています。 

 

 

 



●● 委員    平成30年9月の際は、柿を植えたいということで申請があって、

栽培計画書も出していただきましたが、計画通りの栽培がされて

いるかというと、全然されていませんよね。そういうことを考え

て、この件についてはわざわざ住民票を移してまで申請するとい

うことが非常におかしいという懸念が抜けません。あなたの生活

基盤が筑紫野市にあるとするならば、筑紫野市から申請すればい

いじゃないですか。わざわざ住民票を移すというのがどうも腑に

落ちません。 

 

●●  氏    わたしは今後田川で作物を作って、田川産の作物と名乗って出荷

したいという考えがあります。実際に田川で作らないと田川産と

名乗れないので、その田川産ブランドの作物の出荷先も私は持っ

ていますのでそちらに出したいと思っています。 

 

●● 委員    あなたは●●さんと会われましたか。 

 

●●  氏    直接は会っていません。 

 

●● 委員    会ってなくて売買契約を結べましたか。 

 

●●  氏    結べました。 

 

●● 委員    私が知る限りでは、この土地は前回●●さんが隣の農地を資材置

き場にするということで購入しています。その時に一緒に●●さ

んと契約したと聞いております。 

         ●●さんでは農地は売買できないから、いわゆる代わりにあなた

が売買しているのではないかと思っています。 

 

●●  氏    私はそこについてはわからないので、何も言いようがないのです

が、田川産の作物と名乗って出荷したいということです。 

 

●● 委員    いずれにしても、住民票だけを変えて申請するということが、ど

うもおかしいのでこの件については私としては納得できません。

実際筑紫野に 14,000 ㎡あるのであれば、そちらからこちらに

通うのが普通でしょう。 

 

 

 



●●  氏    筑紫野市の農地についても増やしていく予定でありますし、田川

の農地も増やしていきたいと考えています。 

 

●● 委員    売買契約を本人の●●さんと会わずに契約したと言っていまし

たが、どうやって契約したのか教えていただけませんか。 

 

●●  氏    仲介人を立てて、●●さんにわたしからお願いしました。 

 

●● 委員    その仲介人とは誰ですか。 

 

●●  氏    ●●さんです。 

 

●● 委員    合点がいきませんね。 

 

●● 委員    ●●さんと売買契約をしたのは●●委員が言うには、違う人なん

ですよね。 

 

●● 委員   私が聞いたところではそうですね。 

 

●● 委員   ●●さんにお尋ねしますが、●●さんと正式に売買契約を結んだ人

はどなたでしょうか。 

 

●●  氏   わたしです。 

 

●● 委員   つまり委任状をかいて●●さんに契約してもらったということで

すか。 

 

●●  氏   直接お会いしてはいませんが、●●さんとのやり取りはしっかりで

きております。 

 

●● 委員   ●●さんは領収書をもっていますか。 

 

●●  氏   持っていると思います。領収書を出したか出していないか私もあま

り覚えていません。 

 

●● 委員   返事があやふやですね。持っているなら持っているとすぐ出るはず

です。考えて返事をするということは持っていないのでしょう。 

 



●● 委員   仲介人がいたら本人と会わなくていいでしょう。 

 

●● 委員   それは委任状があったらの話ではないでしょうか。 

 

●● 委員   それはしなくていいはずです。 

 

●● 委員   実際のところ、頼まれてやっているのではないのですか。正直言っ

て。 

 

●●  氏   それはないです。 

 

●● 委員   ないのですね。私はあくまでも売買は●●さんととしたと●●さん

本人から聞いております。 

 

●●  氏   ちょっとわたしはわからないです。 

 

●● 委員   ●●議員で登記ができないからあなたで登記するということでは

ないですか。わたしはそう見ています。わざわざ住民票を移してか

ら申請したのは審査逃れということですよね。 

 

●●  氏   最初にも言った通り、審査を簡略化させたい気持ちもありますし、

皆さんに農業を川崎でやっていくのだぞという意味合いを込めて住

民票を移しました。 

 

●● 委員   もしこれが虚偽のことであれば、あなた犯罪になりますよ。議会の

なかで、虚偽を言っているとなると虚偽申請になりますので、その

辺はよく考えていただきたいと思います。 

 

●●  氏   はい。 

 

●● 委員   私は別にあなたが筑紫野市の住所で申請していれば、別に何も問題

はないと考えています。ただ申請のために住所を移して、許可がで

たら、また筑紫野市に住民票を戻すようなことになる気がするので

すよ。 

 

●●  氏   住んでいる場所や、住民票がどこであれ川崎町でやっていきたいと

いうところがあります。 

 



 

●●  委員   嘘だと思います。そういう気持ちがあるなら、筑紫野市から申請

できたと思います。 

 

●● 委員   この申請地は柿を植えるのみ日当たりや土壌は適していますか。 

 

●●  氏   はい。問題ございません。 

 

●● 委員   不思議に思います。土地を登記するための手段としているとかんじ

ていますので 

 

●● 委員   コロナの関係で状況が状況なので、あまり長引かせるのはよくない

と思います。ダメならダメとはっきり言った方がいいのではないで

すか。 

 

●● 委員   それはそれできちんと審議はしないとダメでしょう。 

 

●● 委員   実際、このままこちらで生活拠点は移すのですか。 

 

●●  氏   実際のところ未定であります。筑紫野市でも増やして、田川でも増

やしていくとなると、家族ともに引っ越すことになるので、数年先

の話はまだ分かりません。 

 

●● 委員   ●●さんに質問です、前回の時、柿を植えるということで、その後

一時的に上物が建てたりして、今何本柿が植えられていますか。 

 

●●  氏   今１２本です。 

 

●● 委員   全体で何本植える予定ですか。 

 

●●  氏   試験的にやっていますので、決まってはいません。 

 

●● 委員   試験的というのはどういう意味ですか。 

 

●●  氏   柿の成長を見て決めたいということです。 

 

●● 委員   つまりもっといけそうだったら増やしていくという意味ですか。 

 



●●  氏   はい 

 

●● 委員   最初の計画では全部柿畑にするという話だったと思います。 

 

●●  氏   何本というのは明確になくて収量とか品質を見ながら決めていか

なくてはいけないと考えています。 

 

●● 委員  柿はすぐ状況を見ることができませんよね。3 年以上はかかりますよ。

その辺も疑問ですよ。あと防除とか考えていますか。 

       果樹は 3 反もあると防除がかなり大変です。やる気を見せるために住

民票を移したと言っていますが、申請地はあまりいい場所ではないで

すよ。本気でやろうと考えているとはどうしても思えないです。住民

票云々よりも。今までの経緯を考えると疑われるのは仕方ないと思い

ます。鉱害関係で上物を立てるとか本来あってはいけないことです。

ということで私は疑問が残っています。 

 

議   長  他に意見はありませんか。 

 

●● 委員  今回の土地については栽培計画書を作成させて、その状況を見て、計

画通りしなければ最初の状況に戻すと条件を付けてはどうでしょう

か。 

 

●● 委員  一旦、登記して元に戻すとか不可能だと思います。いずれにしても、

住民票を移して申請したら簡単に許可するようでは、川崎町の農地

は他市町村の人にとられてしまいますよ。ということで私はこの件

については認めることはできません。 

 

議   長  意見が出尽くしたようですので、締め切りたいと思います。 

       それでは、●●氏には退席していただきます。 

       （●●氏 退室） 

       それでは再度意見のある方はいらっしゃいますか。 

 

●● 委員  継続審議してはどうでしょうか 

 

●● 委員  もう結果は出ているような気がします。 

 

 

 



●● 委員  今回のような申請を簡単に認めたら川崎町の農業委員の権威はなく

なると思います。正規の手続きで申請しなおしてもらうべきだと思い

ます。 

 

●● 委員  私は本来の住所から申請しなおしてもらっても賛成できません。最初

の件があります。手続きの方法というより、そのあとの話もあります。 

       4 月から横の●●さんの 5 条転用の工事をすると聞いておりますが、 

       どのような感じでしょうか。 

 

事 務 局  現在工事を始めているようです、最近課長と現場を確認しました。 

 

議   長  それではお諮りします。議案第１号農地法第３条第１項の規定による

許可申請番号１について賛成できない方は挙手をお願いします。 

       （挙手多数） 

       それでは議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請番号

１については不許可といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議   長  それでは議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請につ

いて番号２ついて係ることでありますので、先に報告第 1号の番号１

と番号２について先にさせていただきます。事務局は説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   報告第 1号農地法第 18条第６項の規定による届け出（合意解約）番

号１と番号２について併せて説明します。13 ページをお開きくださ

い。朗読いたします。番号１、賃貸人住所、福岡市東区香椎●●丁

目●●番●●号、氏名、●●、賃借人住所、赤村大字内田●●番地、

氏名、●●、土地の所在、川崎町大字安眞木●●番、地目、田、地

積、1607㎡、契約期間は平成 30年 5月 20日～令和 3年 5月 19日の

3年間であります。権利の種類については、農業経営基盤強化促進法

による賃借権であります。申請理由は売買の為であります。 

番号２、賃貸人住所、福岡市東区香椎●●丁目●●番●●号、氏名、

●●、賃借人住所、川崎町大字田原●●番地、氏名、●●、土地の

所在、川崎町大字安眞木●●番、地目、畑、地積、4099㎡、契約期

間は平成 30年 5月 20日～令和 3年 5月 19日の 3年間であります。

権利の種類については、農業経営基盤強化促進法による賃借権であ

ります。申請理由は売買の為であります。この後議案で挙がってお

りますが、同じ案件の売買のため解約するという形であります。番

号１については、水稲と畑、番号２については銀杏を植えておりま

す。場所等については、この後の議案第１号の番号２に出てきます

ので確認をお願いいたします。 

 

議   長   それでは報告１号の番号１及び番号２を終わります。 

 

議   長   それでは議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請番

号２ついて事務局説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 務 局   4ページをお開きください。朗読いたします。 

        議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について番

号２を説明します。４ページをお開きください。朗読いたします。

譲受人住所、添田町大●●番地、氏名、●●、年齢 67歳、家族構成、

人員 2人、農主 0人、農従 1人、自作地、22,368㎡、小作地、0㎡、

計 22,368㎡、農機具の状況は一式です。譲渡人住所、福岡市東区香

椎●●丁目●●番●●号、氏名、●●、年齢 65歳、家族構成、人員

2 人、農主 0 人、農従 0 人、自作地、11,735 ㎡、小作地、0 ㎡、計

11,735㎡、農機具の状況はなしです。土地の所在は、川崎町大字安

眞木●●番、地目、田、地積 1,607㎡で他 7筆で合計 11,735㎡であ

ります。通作時間は、車で 10分、申請理由は売買であります。譲受

人は記載のとおり添田町在住であります。添田町でも 2 丁程度耕作

されているようです。ほとんど現状のとおりの作物を作るというこ

となので、周囲の営農に影響はないと考えます。また耕作証明書も

提出されておりまして、農地法 3 条第 2 号の各号には該当しないた

め許可要件のすべてを満たしていると考えます。場所等については

5ページから 8ページの添付資料を確認してください。3月 27日に

●●農業委員と●●推進委員に現地を確認していただいております。

以上です。 

 

議   長   ただいま事務局の説明が終わりましたが、現地を確認しました●●

委員は補足説明をお願いします。 

 

●● 委員   いま事務局と現地確認をしました。現在の作物を継承して作るとい

うことで問題はないと思います。境界や周辺の農地の所有者も問題

ないと思います。一筆の銀杏畑もそのまま耕作するとのことです。

以上です。 

 

議   長   ありがとうございました。それではただいまの事務局の説明及び推

進委員の補足説明について質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

●● 委員   ●●番は航空写真にありませんが、どちらにありますか 

 

事 務 局   すみません。航空写真では記載できていませんが●●番地の上の筆

になります。 

 

●● 委員   この方は添田の●●建設の社長ですよね 

 



事 務 局    たぶんその運送屋さんだと思います。 

 

議   長    他ございませんか。ないようですので、お諮りします。議案第１

号農地法第３条第１項の規定による許可申請について番号２に

ついて、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。（賛成多

数） 

         賛成多数ですので議案号農地法第３条第１項の規定による許可

申請について番号２について原案のとおり承認いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議   長    それでは議案第２号に移ります。事務局は説明をお願いします。 

 

事 務 局    それでは議案第２号非農地証明について説明します。9 ページを

お開きください。朗読いたします。番号１、申請人住所、川崎町

大字川崎●●番地、●●、土地の所在、大字川崎字●●番、地目、

田、現況、雑種地、地積 361㎡他 1筆、計 1,149㎡です。申請理

由は 20 年以上も前より雑種地となっており農地への復旧が困難

であるとのことです。現地確認は●●委員と●●委員にしていた

だきました。こちらの土地については 20 年以上も前より耕作は

しておらず、課税についても雑種地とされていたようですが、11

ページの航空写真を見ていただくと分かりやすいですが、●●番

については一部コンクリート、●●番については、山林化したと

ころが入っています。3月 30日に現地確認を行いましたが、その

際に農地への復旧ができそうに見えることから、非農地証明につ

いては適さないという話になりました。非農地証明を発行したと

ころで、法務局の登記官より分筆をするように指導される案件で

あると考えます。聞いた話によると、大雨で土砂の下になった、

Ｂ＆Ｇ下の修理工場がこの土地を買って使用したいと言われて

いるそうで、明確な目的があるようなので、5 条申請をするべき

だと思います。一応事務局の方から数回電話をしていますが出ら

れないので、そのことを伝えることができていません。場所等に

ついては 10ページから 12ページに添付しております。確認をお

願いします。 

 

議   長   ただいま事務局の説明が終わりましたが、現地を確認しました●●

委員は補足説明をお願いします。 

 

●● 委員   いま事務局と現地確認をしました。場所は木下鉄工所のすぐ近くで

あります。平成 8 年ころからスクラップや家電を捨て、3 年前に片

づけたような形です。5条申請を本人がするようです。以上です。 

 

議   長   ありがとうございました。それでは推進委員の補足説明であったよ

うに５条申請をするとのことなので、終わりたいと思います。 

 

 

 

 

 



議   長   それでは、報告第１号の番号３に移りたいと思います。事務局は説

明をお願いします。 

         

事 務 局    報告第 1号農地法第 18条第６項の規定による届け出（合意解約）

番号３ついて説明します。14 ページをお開きください。朗読いた

します。番号 3、賃貸人住所、山口県山口市●●番地、氏名、●●、

相続人、●●、賃借人住所、川崎町大字田原●●番地、氏名、●

●、土地の所在、川崎町大字田原●●番、地目、田、地積、1412

㎡、他１筆、計、1964㎡です。契約期間は平成 30年 5月 20日～

令和 5 年 5 月 19 日の 5 年間であります。権利の種類については、

農業経営基盤強化促進法による賃借権であります。申請理由は高

齢の為で病気にもなったとのことであります。 

 

議   長    それでは質疑ありませんか。それでは報告１号の番号３について

終わります。 

 

議   長    その他についてありますか。 

 

●●委員     以前に3条許可をした●●さんの件についてはどうなっています

か。 

 

事 務 局    現地確認しましたが、なにもしていないので本人に指導する予定

としております。 

 

議   長    他ございませんか 

 

事 務 局    農業新聞及び農業者年金の推進をお願いします。活動記録簿につ

いても提出をお願いします。報酬と費用弁償があります。金額等

確認をお願いします。また報酬については 6月より振り込みとさ

せていただきます。 

 

 

議   長    他ございませんか 

 

●● 委員    （産廃の話） 

 

 

 



議   長    ほかありませんか。ないようですので、本日の議事はすべて終了

いたしました。来月の総会５月８日の 1時半を予定しております。

これをもちまして４月の農業委員会総会を閉会いたします。 

         ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

閉会 午後１４時４０分 

 

       以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 
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             議  長                    


